


序　　　　　文

　ニカラグア共和国は、ホンジュラス共和国とコスタリカ共和国に挟まれた中央アメリカ最大の

面積を有する国です。平成２年に約10年間続いた内戦の終結後、着実に経済復興が進んでいるも

のの、人口の約50％が貧困層で、保健医療水準も近隣地域に比較して低い状況にあります。保健

医療サービスにおいても、施設の老朽化、管理運営能力の欠如及び人材不足など、深刻な問題を

抱えています。

　このような状況の下でニカラグア共和国政府は、国民に公平で効率的な保健サービスを提供す

ることを目的として、地域統合保健サービスシステムの強化や予防と治療の統合を含む保健セク

ターの改革を推進しています。

　我が国は、内戦の終結と民主政権の成立を機に社会開発・貧困対策等を重点とする対ニカラグ

ア共和国援助を大幅に拡充し、保健医療の改善を支援しています。

　国際協力事業団は、ニカラグア共和国における保健医療関連基礎情報の収集と、これに基づく

技術協力プロジェクトの発掘を目的とする保健医療プロジェクト基礎調査団を平成11年４月に派

遣しました。この基礎調査団による先方政府関係者との意見交換の結果、ニカラグア共和国政府

より、保健医療施設は比較的整備されているものの、システム運営面に課題をもつグラナダ県を

対象地域とした地域保健強化プロジェクトが要請されました。

　そこで当事業団は、本プロジェクトの準備に向けて平成12年７月に短期調査員を派遣してプロ

ジェクト実施の可能性を検討し、また同年10月には実施協議調査団を派遣し、プロジェクト開始

に際してニカラグア共和国政府関係当局と署名を交わしました。本報告書はその実施協議及び短

期調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査にご協力を賜りました関係各位に深甚なる感謝の意を表しますとともに、今後の

プロジェクト実施、運営にあたり、関係各位の更なるご協力をお願いする次第です。

　平成 13 年３月

国際協力事業団
医療協力部長　遠藤　明
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第１章　実施協議の概要

１－１　実施協議調査団派遣の経緯と目的

（1）我が国は 1999 年４月の保健医療プロジェクト基礎調査において、地域統合保健サービスシ

ステム（SILAIS）強化を目的とするプロジェクトについて調査、協議した。その結果、ニカラ

グア共和国（以下、「ニカラグア」と記す）政府より保健医療施設は比較的整備されているが、

システム運営面に課題をもつグラナダ県を対象地域とした、本件プロジェクトが要請された。

2000年２月の事前調査においてプロジェクトの枠組みについて合意がなされた後、2000年７月

から１か月あまり、短期調査員を派遣してフィールド調査、プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス（PDM）作成などを行った。調査期間中、プロジェクトに対する双方の認識の共有が行わ

れ、またプロジェクトの活動内容について大枠の合意がなされた。

（2）本調査団ではニカラグア政府からのプロジェクト方式技術協力要請について、プロジェクト

の実施体制、日本側・ニカラグア側がとるべき措置、活動計画（PO）及び投入の内容等につい

て協議する。

（3）上記（2）の協議結果を、プロジェクトの基本文書である討議議事録（R／ D）に取りまと

め、署名・交換する。また、プロジェクト活動についての暫定実施計画（TSI）を取りまとめ、

署名・交換する。

１－２　調査団の構成

担　当

団長・総括

地域保健

保健計画

協力計画

通　訳

氏　名

若井　晋

花田　恭

谷保　茂樹

坂元　律子

樋口　安紀

所　　属

東京大学医学部 医学系研究科 国際地域保健学教室 教授

国際協力事業団 国際協力専門員

有限会社 タニホエージェンシー

国際協力事業団 医療協力部 医療協力第二課 職員

（財）日本国際協力センター 研修監理員
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月　日

10月24日

10月25日

10月26日

10月27日

10月28日

10月29日

10月30日

10月31日

11月１日

11月２日

11月３日

曜日

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

移動及び業務

移動　15:50　東京発（CO006）→

　　　13:50　ヒューストン着

移動　17:45　ヒューストン発（CO1263）→

　　　19:59　マナグア着

午前　JICAニカラグア駐在員事務所打合せ

　　　日本大使館表敬

午後　外務省対外経済協力庁表敬

　　　保健省関連局表敬・協議

保健省保健サービス総局との協議

グラナダ県保健局、マラカトーヤ地区保健ポス

ト、日本ニカラグア友好病院＊視察

グラナダ県ナンダイメ地区保健センター視察

管内視察

午前　保健省保健サービス総局との協議

午後　R／D修正作業

午前　R／D署名・交換

　　　日本大使館報告

午後　JICAニカラグア駐在員事務所報告

移動　 9:00　マナグア発（CO1262）→

　　　16:29　サンフランシスコ着

移動　11:40　サンフランシスコ発（JL061）→

　　　→ 15:40　東京着

日順

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

１－３　調査日程

　（2000 年 10 月 24 日から 11 月３日まで）

宿泊地

マナグア

マナグア

マナグア

マナグア

マナグア

マナグア

マナグア

マナグア

サンフランシスコ

機　中

１－４　主要面談者

（1）ニカラグア側関係者

1）　外務省対外経済協力庁

　　Isolda Frixione M. 二国間協力総局長

　　Mariá Auxiliadora Vindel 管理総局アジア担当官

　　Dalia Dalie 日本担当技術協力顧問

　　有本　稔 JICA 専門家

2）　保健省（MINSA）

　Mariángeles Argüello 大　臣

＊旧サン・ファン・デ・ディオス病院、通称グラナダ病院（以下、「グラナダ病院」と記す）。
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　Jorge Orochena 保健サービス総局長代理（顧問）

　Mario Ortíz M. 対外協力投資総局長代理（顧問）

3）　グラナダ県保健局事務所

　Maribell Rivas Vivas 保健局長代行　（保健管理課長）

　Juana Tercero 財務担当

　Gema J. Romero 疫学局長代理

　Rosa Reyes 母子医療担当

　Karla Castro 技術協力公報担当

4）　マラカトーヤ保健ポスト

　María García 医　師

5）　日本ニカラグア友好病院（グラナダ病院）

　José Santos Mesa 差額診療部長

6）　ナンダイメ保健センター

　Héctor Daniel Castillo 医　師

（2）日本側関係者

1）　在ニカラグア日本国大使館

　伊藤　勝 特命全権大使

　鈴木　泰久 参事官

2）　JICA ニカラグア駐在員事務所

　高木　繁 所　長

　Elizabeth Hernándes Gutiérrez 在外専門調整員（計画調整担当）

　Humberto Picado 所員（対外協力担当）
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第２章　総括（団長所感）

（1）R／ Dについて

　本調査団は、これまでの基礎調査（1999年４月）、事前調査（2000年２月）、短期調査（2000年

７月）、プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）ワークショップなどをとおして、カ

ウンターパートであるグラナダ地域統合保健サービスシステム（SILAIS）プロジェクトへの支

援について十全に準備がなされていたため、ニカラグア保健省、外務省対外経済協力庁との協

議は順調に行われた。

　日本側であらかじめ用意したR／Dのドラフトは既に保健省、なかでもグラナダ県保健局で

既に検討され、プロジェクト内容について双方の参加によるPCMワークショップ（2000年７月

10 日～８月 18 日の短期調査員派遣中に実施）により理解が深まっていた背景がある。また、

R／D案の内容も現地での協議で提出された最終案とほぼ内容的に変わらなかったため、調査

団員すべてがその内容を熟知しており、カウンターパートとの協議にも支障を来すことなく、

原案のわずかな修正があったのみであった。一方、ニカラグア保健省、グラナダSILAIS の代

表者たちは、自信と尊厳に基づく対等の意識（援助される側・援助する側の関係ではなく）で、

これまで日本側との交渉に臨んできたことも大きな要因といえる。このことはニカラグアのこ

れまでの苦渋に満ちた歴史的・政治的背景を鑑みるときに頷けるところであった。

　短時間ではあったが、グラナダSILAISを訪問し、1998年のハリケーン・ミッチによる被害

にあったマナグア湖周辺の村の様子や、保健ポスト（P／S）や保健センター（C／S）の活動

を見て、話を聞くなかで1980年代のプライマリー・ヘルスケア（PHC）の中心的担い手であっ

たブリガディスタは名前と同時にその精神も彼（女）らのなかに脈々と生き続けていることを

感じさせられた。その「精神」はグラナダ SILAIS の中心メンバーのなかに生きている（関係

資料８「第20章　社会革命の文脈におけるヘルス・ケア。ニカラグアの事例から」）。その精神

と歴史的遺産をいかに生かせるかが、このプロジェクトの成功の鍵を握っているのではないか

と思われる。

　署名の日時は保健省の責任者の日程がなかなか調整できず、最終的に 10 月 31 日となった。

同日午前10時から保健省にて伊藤 勝 大使、高木JICA事務所長及び調査団員全員が在席の下、

日本側は本調査団長の若井が、ニカラグア側は Lic. Mariángeles Argüello保健大臣（対外経済

協力庁のDr. Mauricio Gómez Lacayoは、当日は不在のために後日の署名）が署名を行った。ま

た、ニカラグアの報道関係者も多数出席した。その様子はニカラグアの複数のテレビで放映さ

れ、また翌日の新聞にも掲載された（付属資料４．参照）。
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（2）ニカラグアの一般的状況と保健衛生並びに JICAのかかわり

　ニカラグアは、米州保健機構（PAHO）に属する 43 か国のうち、Per Capita GNP（1995 年

で380米ドル）では42番目と、ハイチに次いで貧しい国ではあるが、保健指標は他の同程度の

Per Capita GNPの国々に比べてはるかに良好な国である。したがって、本プロジェクトによっ

て一層、保健指標、特に出産に関係する母親の死亡率、乳幼児死亡率が改善され、また「貧困」

の改善にもつながっていくことが期待できる。さらに、世界銀行（以下、「世銀」）や国際通貨

基金（IMF）による構造調整政策や「地方分権化」が推し進められるなかで、JICAによる保健

協力をとおしてグラナダSILAISの強化やカウンターパート研修などによる人材育成・強化を

行うことは、それら政策の負の影響下にあるニカラグアの人々をエンパワーしていくことにな

ろう。

　それはすなわち、「誰のために、何のために」プロジェクトが存在するのかという問いを、

JICAを含めたすべての関係者が絶えず自ら問いかけていく作業でもあろう。したがって本プロ

ジェクトの内容は包括的PHCそのものであるといえる。すなわち社会、経済、政治、開発、ジェ

ンダーなどを含めた総合的、統括的保健プログラムということになろう。ちなみに英国のLon-

don School of Hygiene and Tropical Medicine の専門家が中心になってアフリカやアジアで展

開している Sector Wide Approaches（SWPs）は、英国国際開発省（DfID）の保健戦略の中心

となっているが、これもまた、選択的保健戦略となってしまっている。

　ニカラグア国保健医療プロジェクト基礎調査報告書（1999年５月）によると、「今回PHCと

いう言葉は全く耳にしなくなった」（47ページ）と書かれているが、それはまさに「1980年代、

ニカラグア政府（サンディニスタ政権）がアルマ・アタ宣言議定書に基づいて包括的PHCを実

行し、住民の積極的な参加をとおして国の保健指標を改善させた」ことが1990年以降、チャモ

ロ、アレマンと続く政権（及びその背後にある米国）にとっては認めたくないからであろう。

ちなみにPAHOのニカラグアの部分（Health in the Americas. Vol. 2. 1998）では、1980～ 1990年

の間についての言及は全く見られない。

　そのような背景をかんがみるときに、このプロジェクトを包括的PHCという大きな戦略のな

かで位置づけて展開していけるのは日本の JICAであるからこそ可能であるといえよう。

（3）将来の展望（４年間のかかわりで十分か？）

　「グラナダ地域保健強化プロジェクト〔The Project for Strengthening of the Local System of

Integral Health Care（SILAIS）of Granada〕」が４年で十分かどうかは、どこまでコミットし、

プロジェクトのマスタープランに述べられている４つの成果及び活動内容のプライオリティー

をプロジェクト初期の段階で、カウンターパートとの間で明確にしておくことであろう。本プ

ロジェクトの長期専門家が４名という少人数であることから、各分野での短期専門家の積極的
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な活用が重要であろう。

　さらに、本プロジェクトは「保健医療」プロジェクトとはいえ、現在の世界最大の問題であ

るNation State（国民国家）とその崩壊、そしてその先にそれを越えるもの（「国家」と）は何

なのかを問う作業ともなろう。それは同時に国際協力とは何なのかを、人々に最も近い地域

（Community）での活動をとおして問い直す作業でもある。本プロジェクトの上位目標である

「グラナダ県の住民の健康改善」は、前述したように「誰のために、何のために」このプロジェ

クトが存在するのかとの問いと深く関係するのである。このことは、これまで筆者である若井

が関係してきたNGOやJICAのプロジェクトで「専門家」が絶えず問い直してきたことでもあ

る。

　JICA のプロジェクト方式技術協力のスキームは、まさにそのことができるポテンシャルを

もっている点で、他のいくつかのOECD諸国による「新植民地主義的」アプローチとは違った、

人々の側に立った「草の根」の国際協力ができる可能性を秘めているのであり、そのことを切

に期待したい。グラナダ湖畔の「貧しい」、しかし明るい村人たちの笑顔を絶やさないために、

このプロジェクトが生かされるように願ってやまない。

　「すべての人々が、人間にふさわしい品位ある生活を送り、維持することができるようにす

ることが、すべての人々、すべての国々にとっての共通の義務であることが認識され、受け入

れられない限り、我々は、人類が市民社会となったと確信をもって言うことはできない」（ア

ルバート・アインシュタイン、1945 年）

〈関係資料〉

　以下に、JICA刊行物以外で、重要だと思われる関係資料を掲げておく。

１．Post-war reconstruction in Central Americas. Oxfam Working Papers. Oxfam GB, 1999.

２．Country Review. Nicaragua 1998/1999. Commercial Data International, Inc, 1999.

３．PAHO. Health in the Americas. Vol. 1&2. 1988 Edition, Pan American Health Organization, 1998.

４．UNDP. Human Development Report 2000. Human Rights and Human Development.

５．World Bank. World Bank Development Report 2000/2001. Attacking poverty. World Bank, 2000.

６．UNFPA. The State of World Population. Men and Women in a Time of Change. UNFPA, 2000.

７．高木 史江ほか。ニカラグア共和国ハリケーン災害―救援期から復興期にかかる時期の医療援

助活動。日本集団災害医学雑誌　５：34-44, 2000

８．池住 義憲、若井 晋 監訳：いのち・開発・NGO―子どもの健康が世界を変える。デイヴィド・

ワーナー、デイヴィド・サンダース著「Questioning the Solution. The Politics of Primary Health

Care and Child Survival with an in-depth critique of Oral Rehydration Therapy」（新評論、1998 年

10 月）
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第 3章　討議議事録の交渉経緯

　R／D案について、外務省対外経済協力庁と協議し、またグラナダ県保健局関係者を含む保健

省との協議を行った。協議の結果の合意事項はR／Dに記載されているとおりであり、協議にお

ける経緯及び修正点については以下のとおりである。

（1）署名者について

　　R／ Dの署名者は、日本側は本調査団の若井団長に、ニカラグア側は Mariángeles Argüello

保健大臣に、また、副署名者として対外経済協力庁のMauricio Gómez Lacayo長官に決定した。

（2）協議相手としてニカラグア側からは、対外経済協力庁二国間協力総局長の代理としてMariá

Auxiliadora Vindel管理総局アジア担当官、保健省保健サービス総局長の代理でJorge Orochena

顧問及び同省対外協力投資総局長の代理で Mario Ortíz顧問、更にグラナダ保健局長の代理で

Maribell Rivas Vivas 保健管理課長が出席し、あらかじめニカラグア側に提出してあったR／D

案に沿って検討した。

（3）R／Dの英語版、西語版のうち、疑義が生じた場合に英語版を正文とすることについては、

問題なく受け入れられた。

（4）ニカラグア政府がとるべき措置について（附属文書 III. MEASURES TO BE TAKEN BY THE

GOVERNMENT OF NICARAGUA 6. 参照）、保健省対外協力投資総局より日本人専門家の公用

出張のための交通費や生活基盤費については、ニカラグア政府の負担が大変困難であるとの意

見があった。これについては、R／D案にあるとおり、可能な状況の限りにおいての負担をす

るということで双方が同意した。

（5）プロジェクトのマスタープラン（ANNEX I  MASTER PLAN 参照）について保健省保健サー

ビス総局より、プロジェクトはその要請の根拠として、保健省の地方分権化政策に基づくもの

であるという注釈を追加すべきであるという提案があった。検討の結果、プロジェクト目標の

項目のなかに「保健省の地方分権化政策に基づき…」という一文を追加することとした。

（6）マスタープランのプロジェクト活動（ANNEX I  MASTER PLAN 4. ACTIVITIES OF THE

PROJECT 参照）について保健省保健サービス総局より、「（1）－6　NGOや教育省など他のセ

クターと連携する」の項目のなかに「他のプロジェクトとの連携」も含めるべきだとの意見が
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あり、これに同意し、追加した。

（7）供与機材計画（ANNEX III  LIST OF MACHINERY AND EQUIPMENT 参照）について保健

サービス総局より、保健センター及び保健ポストの基礎標準機材は、保健省が定める基準によ

る機材であるのかとの質問があった。これについては、事前調査時に保健省側から、基礎標準

基準書に準じる機材整備の要請があり、日本側も本基準書はプロジェクト機材供与計画に適し

たものと判断している経緯を確認した。

（8）カウンターパートのうちの事務スタッフの配置（ANNEX V LIST OF NICARAGUAN

COUNTERPART PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL 参照）について対外協

力投資総局より、プロジェクト事務所の秘書及び運転手の配置については、プロジェクト開始

予定の2000年12月には困難であり、2001年も現時点では予算を獲得していない状況であると

の説明があった。この背景として、2000年については既に予算執行中であり、ニカラグアにお

ける会計年度（１～12月）の最終月にあたる12月の補正予算の獲得は現時点で不可能である

こと、また2001年については2000年３月に予算申請した時点で、日本大使館との計画の確認

文書に本プロジェクトがあがっていなかったため、予算案には含まれなかったことが説明され

た。さらに、2001年については前回の短期調査時において補正予算の申請をしたが、まだ国会

の承認が得られていない状況にあることを確認した。

　　この点はプロジェクト全体の予算措置にかかわる重要な点であり、当方よりプロジェクト実

施の前提条件としてニカラグア側の予算確保を強く申し入れた。これに対し、先方は 2001 年

度の予算確保に向けて大臣、副大臣レベルでの財政当局への折衝を引き続き行っていくことを

約束した。

（9）先方が負担すべき土地、建物、施設（ANNEX VI  LIST OF LAND, BUILDINGS AND

FACILITIES 3. 参照）のうち、ガス代と家具については負担ができない旨のコメントがあり、

これを削除した。

（10）プロジェクト全体の投入額について質問があり（大臣へのブリーフィング及びプレスリリー

ス用に必要）、当方よりおおむね４億円となる旨、回答した。

（11）実質的な協議を了した後、保健大臣の署名にあたり保健省公文書顧問の審査を待つことと

なったが、署名前日に同顧問より日本人専門家が受ける特権・免税・便宜措置（ANNEX IV

PRIVILEGES, EXEMPTIONS AND BENEFITS FOR JAPANESE EXPERTS参照）について、「こ
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れらの特別措置はニカラグア国の法律にのっとり施行される」とする一文の追加の要求があ

り、これを追加した。
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第４章　分野別報告（地域保健）

（1）グラナダ SILAIS 管内等視察

　10月 27 日（金）は、まずグラナダ県保健局を訪問し、特に、プロジェクト事務所の設置場

所を視察した。現在は医薬品等の倉庫に使われているが、鳩が飛び回り糞が落ちているなど、

医薬品の倉庫として適当ではなく、プロジェクト事務所、研修室などに改造することが適当で

あった。次に、マラカトーヤの保健ポストを視察し、併せて付近の民家を訪問した。民家の様

子は男の存在感がないということであった。午後は、グラナダ病院を視察した。2000年の雨期

は乳幼児の下痢症が少ないということであった。2000年２月の事前調査団の訪問時と、曜日や

時刻が異なるので正確な比較は困難であるが、社会保険診療棟に患者が増えており、１日500コ

ルドバの有料病室が満室に近い状態で、我が国の協力が病院の経営に貢献するようになったこ

とがうかがわれた。

　10月 28 日（土）は、ナンダイメ地区保健センターを訪問した。併設の病棟に入院患者が少

なく閑散としているのは、グラナダ病院に患者が集中する影響にもよると考えられる。手術室

が使われていないことや救急車が故障して使用されていないのは、事前調査時と同じであった。

次いで、ニカラグア湖畔のディアマンテの保健ポストを視察した。小中学校と併設で、建物は

よくできている。

　10月 29 日（日）はグラナダと比肩される北のレオンを訪問し、町の大きな薬局に入ってみ

た。抗生物質は20社の30種が市販されていた。１週間後の地方選挙を控えて、グラナダもレ

オンも選挙運動が盛んであったが、レオンはサンディニスタの拠点となっている。

（2）日本大使館での情報

　2000年度の草の根無償で、グラナダSILAISに日本から600万円相当の中古の医療機器とコ

ンピューター機器を供与した。草の根無償 500 万円で運送費等を負担したとのことである。

　地方選挙ではサンディニスタが健闘しそうである。グラナダ市長は三つ巴の激戦であるが、

サンディニスタが当選する可能性がある。2001年の大統領選挙もこの勢いでサンディニスタが

制すれば、国情が混乱することは必須であろう。

（3）本プロジェクトの概念構想

　ニカラグア保健省との協議で、世銀の保健近代化計画との協調や地方分権化に適応したものに

することが討議された。R／Dはこのようなことを詳述するものではないが、プロジェクトの前

提としてこのような事項に留意し、プロジェクトの概念を日本側内部で構想しておくこととし

た。調査団長と団内で協議し、日本側ではプロジェクトの概念構想について、世界保健機関
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（WHO）の 1986 年のオタワ憲章に基づくヘルスプロモーションを中心に置くことにした。

　ヘルスプロモーションは、カナダ等の先進諸国で禁煙運動でとられたアプローチであるが、憲

章に「討議は先進工業諸国のニーズに焦点をあてたが、それ以外の地域における関心事項につい

ても考慮している」と述べられているように、開発途上国の公衆衛生運動にも適用されるもので

ある。特に、途上国においては従来の感染症とともに、生活習慣病も大きな課題となってきてお

り、地域住民が自ら健康を促進していくような、地域保健行政のあり方が問われるようになって

きているからである。

　ヘルスプロモーションの定義は、「ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康をコントロー

ルし、改善することができるようにするプロセスである」とされている。ここでは、ヘルスプロ

モーションは保健セクターのみの責任ではなく、政治的、経済的、社会的、文化的、環境及び生

物学的要因が健康に影響するので、ヘルスプロモーション活動は、これらの条件を健康に適合さ

せるように提唱していくことをめざすものである。ニカラグアにおいては、サンディニスタ政権

時代の地域保健運動の影響が残っている。例えば、ブリガディスタ（機動部隊員）、カサ・バセ

（基地の家）、コルボル（協力者）など、保健のボランティアの用語にゲリラ戦の用語が使われて

いる。したがって、政治的配慮がプロジェクト活動には重要となろう。また、後述の貧困削減ペー

パーにみられるように、ニカラグア政府をあげて貧困削減と保健と教育の向上に取り組むために

経済開発を推進することとしているので、このペーパーに沿ったプロジェクト活動をする必要が

ある。

　地域保健の活動の現場にとっては、ヘルスプロモーションもリプロダクティブヘルスも共通の

概念を含むが、リプロダクティブヘルスがより個人の権利と責任を強調するのに対して、ヘルス

プロモーションはそのような環境整備としての行政の支援も重視する。したがって、ニカラグア

のように、保健行政や一次・二次レベルの医療体制が比較的しっかりしているのに対し、サン

ディニスタ政権時の住民参加活動の反動や経済水準の低下によって住民自身のエンパワーメント

に欠けるところでは、リプロダクティブヘルスよりもヘルスプロモーションがより実際的である

と考えられる。

（4）世銀の貧困削減計画

　外務省対外経済協力庁が作成した世銀主導の貧困削減ペーパー中間報告の草案を入手した。

2000 年８月付けのものであり、原文は英語で、西語に翻訳されている。これは 2001 年３月に公

表されるとのことである。要約の保健に関する部分は「12 節　貧困者の人的資本」の一部であ

り、次のとおりである。

　「より多くの、より良い医療従事者を配置した保健ポストと保健センターが、貧困層の女性、

子どもと青少年のための統合サービス（リプロダクティブヘルス、産科、出産前後のケア、予防
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接種、栄養）に焦点をあてて、貧困層の健康を改善する。そこでは地域や両親が、予防的保健と

栄養について情報をいきわたらせて、健康のリスクとなる行動様式を変容させるように努力す

る」

　保健についての目標の指標は、妊産婦死亡率、乳児死亡率、５歳未満児死亡率、若年女性の家

族計画不満足率がとられている。本ペーパーの保健の部分では栄養に重点が置かれているが、特

に貧困層では栄養が重大な問題だからである。

　貧困削減ペーパーは世銀のセクターアプローチの前提になるものとして、対象の貧困国自身の

責任において作成するものとされている。しかしながら、英文が先にできていること、対外経済

協力庁の担当官の多くが世銀に雇用されていること、保健省でも援助ドナー担当官は世銀雇用の

顧問であることなどを考えると、世銀の指導の下にできた机上の計画であるとの印象が否めな

い。しかしながら、今後このペーパーを中心にしてドナー間の協調が図られていくこととなるの

で、プロジェクト開始後、十分に検討するとともに、保健省の世銀グループや他のドナー機関と

の調整を続けることが必要になると思われる。
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第５章　プロジェクト実施上の留意点

５－１　実施体制

　プロジェクトの実施運営にあたる実施機関は、保健行政の所轄官庁であり、保健大臣を長とす

る保健省（MINSA）である。保健省内でプロジェクト活動に直接かかわってくる部門は、計８総

局に分かれる部門のなかで、保健サービス総局と対外協力投資総局である。保健サービス総局は

最近の組織改編で、一次医療サービスと二次（病院）医療サービスが統合された部門であり、保

健医療活動の総合的アプローチが行いやすい組織構造となった。一方、保健政策の一つである諸

外国からの援助受入れの窓口となるのが、ニカラグア外務省対外経済協力庁との調整機関でもあ

る対外協力投資総局である。対外協力投資総局では、諸外国の援助プロジェクトとの定期的な調

整会議を開催し、保健事業に関するドナー間会議も実施する。したがって、プロジェクトにおい

ても、対外協力投資総局を本省での会議の窓口とし、活動に応じて保健サービス総局からの担当

官をも交えて総合調整会議の場をもつことになる。

　プロジェクト・サイトであるグラナダ県には、保健省は地方行政の拠点としてグラナダ県保健

局（SILAIS）を設置し、一次医療施設を管理する４つの市保健課や二次医療施設であるグラナダ

病院、更にグラナダ県広域ラボラトリーを管轄させている。プロジェクトでは、グラナダ県保健

局本部の６課（財務課、保健行政課、疫学課、女性・子ども・青少年総合ケア課、看護課、医薬・

消耗品課）と４つの市保健課（グラナダ市、ディリア市、ディリオモ市、ナンダイメ市）を中心

に活動調整会議を設定し、必要に応じてグラナダ病院、グラナダ県広域ラボラトリー、県保健局

に対する支援・諮問機関であるセンター間保健委員会や保健審議会、更には教育省県支部などの

関係機関の会議参加を促す。

　また、プロジェクト活動に応じて、保健局本部担当課とその関係機関、更にはパイロット地区

と定める市の保健課担当とその管轄下の特定一次医療施設（保健センター、保健ポスト）などに

よる個別会議の場も設定することになる。これらの調整の場を十分に活用し、R／Dに定める合

同調整委員会をプロジェクトの最高意思決定会議として、円滑なプロジェクト実施に努める。

　一方、日本側においても国内委員会を設置し、プロジェクト活動を支援し、更に合同調整委員

会に参加し、両国が十分に協調した案件となるように努める。

５－２　実施計画及び懸案事項

　R／Dに記載されたとおり、プロジェクトの目標は「コミュニティー及び一次レベルで、住民、

とりわけリスクグループ（５歳未満の子どもと妊娠可能期の女性）がより質の高いサービスを享

受・利用できること」とした。これは、ニカラグアからの要請であるグラナダ県の住民の健康状

態が改善することを上位目標とし、プロジェクトへの投入規模や内容などを考慮して関係者間で
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開催した PCMワークショップの結果、設定されたものである。また、プロジェクト立ち上げ時

の専門家派遣計画、機材供与計画、研修員受入計画についても、以下に述べるとおりに具体化さ

れたものを確認した。

（1）プロジェクトの活動

　　プロジェクトに期待される成果は以下の４つにまとまり、それぞれの活動についても本調査

団派遣中に参考資料として双方で検討した PDMに記載されているとおりである。

1） 　健康に関する問題の解決について、コミュニティーの参加が活発である

1 － 1） コミュニティーの現状について調査を行う

1 － 2） 研修・保健活動のために必要な機材を整備する

1 － 3） 研修・保健活動のために必要な教材を作成する

1 － 4） コミュニティーで働く人材及び彼らを担当する保健スタッフ（一次保健医療施設）の

研修を行う

1 － 5） 地域住民に対して各コミュニティーの個別の状況にあった保健活動を行う

1 － 6） NGO、教育省など他のセクターと連携する

2）　保健チームの保健問題処理能力が向上している（トレーニングと機材による）

2 － 1） 一次保健施設のサービスの現状を調査する

2 － 2） 医師・看護職のトレーニングに関する調査を行う

2 － 3） トレーニングのための計画を作成する

2 － 4） トレーニングのための教材を作製する

2 － 5） トレーニングを実施する

2 － 6） トレーニングの効果を評価する

2 － 7） 一次保健施設の基礎標準医療機材の現状を調査する

2 － 8） 機材を整備する

2 － 9） 機材の維持管理のための研修を行う

3）　コミュニティー、一次、二次レベルのレファラル、カウンターレファラルの仕組みが強

化される

3 － 1） レファラル、カウンターレファラルの現状及び障害要因の分析と改善案の検討の

ために定期的に会議をもつ

3 － 2） 必要な機材を整備する

3 － 3） 必要な機材の維持管理のための研修を行う

3 － 4） レファラル、カウンターレファラルについて、双方が共通の認識をもち、意識を

高めるための研修を行う
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4）　管理部門（県保健局本部及び各市保健局事務所）の運営管理能力が向上している

4 － 1） 情報の伝達と処理のための機材を整備する

4 － 2） 機材の使用法と維持管理のための指導を行う

4 － 3） 活動のモニタリングのための指標と方法を分析する

4 － 4） カンファレンスや出版による活動を評価して現状を分析する

4 － 5） 保健情報について他の機関と協力する

（2）専門家派遣計画

　　R ／ D 締結後、できる限り速やかに専門家の派遣が実施されるよう、ニカラグア側は既に

2000 年度長期専門家申請手続き開始の準備をしていることを確認した。2000 年度派遣の長期

専門家は３名であり、その分野は、①チーフアドバイザー（プロジェクト・コ・ディレクター

担当）、②プロジェクト業務調整員（プロジェクトの運営、財務調整担当）、③地域保健専門家

である。派遣時期は、①②は 2000 年 12 月、③は 2001 年１月末からとし、それぞれ２年の派

遣期間とするが、これらの分野の専門家はプロジェクト終了時までの派遣計画となっている。

また、短期専門家についても 2000 年度は３名で、2001 年２月から２、３か月派遣し、その分

野は母子保健、疫学・統計調査とIECとした。2001年度には母子保健の長期専門家が加わり、

また公衆衛生・地域保健、住民参加活動、機材保守、IEC、母子保健、疫学・統計調査、薬学

と保健計画の短期専門家が派遣される計画となり、活動が本格化される。

（3）機材供与計画

　　2000年度供与計画としては、後述するローカルコスト負担で考慮されるべきプロジェクト事

務所も含む人材育成のための研修や実習、あるいはカンファレンス等の多目的に利用される施

設への整備を中心に考え、車両（四輪駆動車、ピックアップトラック）２台、パソコン５台、

プリンター３台、無停電装置１台、電話器５台、ファックス機１台、コピー機１台、エアコン

１台とした。2001年度には、移送運搬機材（車両、船外機）、コンピューター機材（パソコン、

プリンター）、視聴覚機材（プロジェクター、カメラ、音響機器等）と一次医療施設への医療

機材（オートクレーブ、分娩台等）が計画されているように、順次個々の活動場所へと供与が

広がっていく計画である。

（4）研修員受入計画

　　2000年度研修については、プロジェクト開始時期と国内支援体制の準備状況を考慮して、こ

れを実施しない。2001年度以降については、事前調査で検討したとおり、年間３名の枠で活動

に応じて本邦研修を検討する。ちなみに 2001 年度の研修員として、地域保健分野で、グラナ
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ダ県保健局長をはじめとする保健局幹部３名を、2001 年６月から２か月間受け入れる。

（5）ローカルコスト負担

　　プロジェクトでは、できるだけ早い時期に人材育成のための研修や実習、あるいはカンファ

レンス等の多目的に利用される施設を完成する必要がある。現状のグラナダ県保健局本部施設

を、相手側とも十分に検討した結果、本部に隣接する２棟の倉庫のうち、道路に面した倉庫を

全面改築して整備するのが最も適切だと判断した。改築後の施設は、多目的ルーム、事務ス

ペースとデータ共有部分に大きく分かれる。この改築費については、2001年度予算として現地

適用化事業費（細節：施設等整備費）で対応し、ニカラグア側には、改築後に増加する光熱費

や警備費用を負担させるのが現実的な方法だと考えられる。また、この改築工事が終了するま

での期間について、プロジェクト事務所は賃貸事務所が適当であるが、現地での状況から、賃

貸費はプロジェクトの一般現地業務費から支出し、光熱水料や雑工事費をLLDC等特別業務費

で賄わざるを得ないと考えられる。また、2001年度には、プロジェクト活動の本格化により、

中堅技術者養成対策費と視聴覚等機材整備費も申請される計画となっている。

（6）懸案事項

1）　ニカラグア側 2001 会計年度におけるプロジェクト予算確保の確認

　　先方は現在も財政当局に対して保健大臣、副大臣レベルでの折衝中であるとしていたが、

予算確保はプロジェクトの円滑な運営上、喫緊の問題であり、状況によっては日本大使館、

プロジェクト双方による関係機関への働きかけも必要だと思われる。

2）　PDM の完成

　特に指標データ入手手段については、現地での活動開始後に詳細な検討が必要である。

3）　保健省との摺り合わせ（長期専門家の人数）

　　調査団帰国後、JICAニカラグア駐在員事務所に対して保健省のチェルリ対外協力局長（調

査団滞在中は海外出張で不在）より、長期専門家の人数が４名（事前調査時３名）になった

ことに対して不満が述べられた模様である。他ドナーの協力形態との比較において、日本の

プロジェクト方式技術協力スキームが特に専門家の数のうえで奇異に映るのかもしれない

が、この点はプロジェクト開始後、改めて説明を行う予定である。



付　属　資　料

１．討議議事録（R／D）

２．暫定実施計画（TSI）

３．PDM（日本語）ドラフト

４．R／D署名に関する現地報道（2000年 11月１日　ラ・プレンサ紙）
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プロジェクト名：グラナダ地域保健強化プロジェクト 作成日：平成 12年 10 月 17 日

対象地域：グラナダ県 ターゲットグループ：グラナダ県の住民、とりわけリスクグループ（５歳未満の子どもと妊娠可能期の女性）

プロジェクトの要約� 指　標� 外部条件�
指標データ�
入手手段�

上位目標�

グラナダ県の住民の健康状態が改善する�

プロジェクト目標�

コミュニティー及び一次レベルで、住民、とりわけリスク

グループ（５歳未満の子どもと妊娠可能期の女性）がより

質の高いサービスを享受・利用できること�

�

�

�

成　果�

1）　健康に関する問題の解決について、コミュニティーの

参加が活発である�

�

2）　保健チームの保健問題処理能力が向上している（トレ

ーニングと機材による）�

�

3）　コミュニティー、一次、二次レベルのレファラル、カ

ウンターレファラルの仕組みが強化される�

�

4）　管理部門（県保健局本部及び各市保健局事務所）の運

営管理能力が向上している�

�

�

�

a-1）「妊婦カード」を持つ妊婦数の増加�

a-2）定められた内容のケアを受けている妊婦数の増加�

b-1）周産期死亡、新生児死亡及び妊産婦死亡で、その母親

が定められた内容のケアを受けていない症例の減少�

c-1）「子どもの統合ケアカード」を持つ子どもの数の増加�

c-2）定められた内容のケアを受けている子どもの数の増加�

�

1-1：積極的に活動している保健ボランティアの数の増加�

1-2：コミュニティーの保健活動に参加する住民の数の増加�

�

2-1：個々の一次保健施設が提供するサービスの増加�

2-2：個々の一次保健施設の医師・看護職が研修したことを

現場で実践している�

2-3：個々の一次保健施設の標準基礎医療機材が整備され、

それらが利用されている�

�

3-1：レファラル、カウンターレファラルのために会議が定

期的に行われ、記録及び現状改善案が提出される�

3-2：紹介状を渡された患者がタイムリーに受診する割合の

増加（レファラル及びカウンターレファラル）�

3-3：紹介状なしで病院を受診する患者の割合の減少�

�

4-1：保健やサービスに関する情報が、定期的かつタイムリ

ーに記録・分析される�

4-2：グラナダ県の保健やサービスに関する報告書が作成さ

れる�

�

�

�

イ）グラナダ県の社会・経済状況

が極端に悪化しない。�

ロ）自然災害によって保健衛生環

境が極端に悪化しない。�

�

�

�

イ）保健政策に大きな変更が起こ

らない。�

ロ）自然災害によって保健サービ

スへのアクセスが極端に悪化

しない。�

３
．
　
P
D
M
（
日
本
語
）
ド
ラ
フ
ト
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プロジェクトの要約� 指　標� 外部条件�
指標データ�
入手手段�

活　動�

1-1）コミュニティーの現状について調査を行う�

1-2）研修・保健活動のために必要な機材を整備する�

1-3）研修・保健活動のために必要な教材を作成する�

1-4）コミュニティーで働く人材及び彼らを担当する保健ス

タッフ（一次保健医療施設）の研修を行う�

1-5）地域住民に対して各コミュニティーの個別の状況にあ

った保健活動を行う�

1-6）NGO、教育省などの他のセクターと連携する�

�

2-1）一次保健施設のサービスの現状を調査する�

2-2）医師・看護職のトレーニングに関する調査を行う�

2-3）トレーニングのための計画を作成する�

2-4）トレーニングのための教材を作製する�

2-5）トレーニングを実施する�

2-6）トレーニングの効果を評価する�

2-7）一次保健施設の基礎標準医療機材の現状を調査する�

2-8）教材を整備する�

2-9）教材の維持管理のための研修を行う�

�

3-1）レファラル、カウンターレファラルの現状及び障害要

因の分析と改善案の検討のために定期的に会議をもつ�

3-2）必要な機材を整備する�

3-3）必要な機材の維持管理のための研修を行う�

3-4）レファラル、カウンターレファラルについて、双方が

共通の認識をもち、意識を高めるための研修を行う�

�

4-1）情報の伝達と処理のための機材を整備する�

4-2）機材の使用法と維持管理のための指導を行う�

4-3）活動のモニタリングのための指標と方法を分析する�

4-4）カンファレンスや出版による活動を評価し、現状を分

析する�

4-5）保健情報について他の機関と協力する�

投　入�

日本側 ニカラグア側�

�

〈人　材〉�

・長期専門家�

　　プロジェクト・リーダー�

　　業務調整員�

　　地域保健専門家�

　　母子保健専門家�

�

・短期専門家�

　　必要に応じて�

�

〈機　材〉�

�

〈カウンターパート研修〉�

�

イ）グラナダSILAISの予算が大

きく減少しない。�

ロ）トレーニングを受けた人材

が、グラナダ県内で仕事を続

けている。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

前提条件�

ニカラグア政府がグラナダ

SILAISに継続的な予算の配賦を

行う�
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